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「5つの場面」
　11月に入り、東京や大阪などの首都圏では、新規感染者が激増しています。北海道では１日

における感染者が6日連続して100人を超えるなど、全国各地でも感染者が増加傾向にあり、ま

た各地でクラスターも発生しています。社会生活や経済の活動が戻る中、適切な対策を講じなけ

れば「急速な感染拡大に至る可能性が高い」と政府が設置している新型コロナウイルス感染症対

策分科会から呼び掛けられていま

す。

　これからの時期、忘年会や新年

会、また帰省する人たちなどで大

人数での飲食する機会が増えるか

と思います。ついつい飲みすぎて

盛り上がってしまう前に、今一度

感染リスクが高まる5つの典型的

な場面を確認し、一人一人が意識

して感染予防につとめましょう。

新型コロナウイルスの感染リスクが高まる
これからの時期、感染予防対策の徹底を！！

　県では、季節性インフルエンザ流行期に備え、発熱などの症状があり、受診先に迷う人に医療機関を案

内する「受診・相談センター」を設置しました。これまで、県内各保健所および本庁（土日祝日）に設置して

いた「帰国者・接触者相談センター」を県内１カ所に集約し、新たに「受診・相談センター」を開設してい

ます。

　「受診・相談センター」では、保健師などの専門職が相談に応じ「診療・検査医療機関（＊）」などを案内

します。発熱などの症状があり、受診先に迷う場合には相談ください。発熱などのある人は、必ず受診前

にかかりつけ医などに電話で相談し、適切な感染予防対策がとられた環境で安心して受診できるように、

医療機関の指示に従ってください。

長崎県から新型コロナウイルス感染症に関するお知らせです

県が指定する発熱患者などに対応可能な医療機関で、現在、地域の医師会の協力を得なが

ら相談・診療・検査を担う診療所や病院の登録を進めています。

＊診療・検査医療機関とは（医療機関名は非公表）

かかりつけ医がない人、または夜間休日に受診可能な医療機関を探している人

は  長崎県受診・相談センター（☎0120-409-745） に相談してください。

発熱があった場合は、まずはかかりつけ医に電話で相談

受診・相談の流れ（症状が出る前に、まず自分がどこに相談したらいいか確認してください）

発熱、息苦しさ、風邪症状などがある

最寄りの医療機関で相談

かかりつけ医が
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土日祝日・24時間対応 
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